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本日午前，標記会議を開催しましたので，会議資料を提供します。 

 

 ○資料 

   ・呉市新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）国，県の動向 

（２）呉市の現状 

ア 感染者の状況 

イ ワクチン接種の状況と接種の体制 

ウ 支援等の状況 

    ・その他 

（１）「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の

改定に伴う呉市立学校の対応の変更について 

呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料の提供について 



第１５０回呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

令和５年３月２９日(水) １０：００～ 

市長会議室及び Web併用方式 

１ 開  会 

 

２ 呉市新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）国，県の動向（福祉保健部）                ・・・資料１ 

 

（２）呉市の現状 

 

ア 感染者の状況（福祉保健部）               ・・・資料２ 

 

イ ワクチン接種の状況と接種の体制（福祉保健部ワクチンＰＴ）・・・資料３ 

 

ウ 支援等の状況（福祉保健部福祉担当，産業部）       ・・・資料４ 

 

 

３ そ の 他 

  （１）「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の 

改定に伴う呉市立学校の対応の変更について（教育部）    ・・・資料５ 

４ 閉  会 



（１）　国・県の動向

呉市新型コロナウイルス感染症対策について
（令和５年３月２９日時点）

資料１

●国の対応状況

R3 ４月 １日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」発出

４月 １日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

４月 ９日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

４月 ９日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

４月１６日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

４月１６日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

４月２３日 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」発出

※期間：４月２５日～５月１１日

４月２３日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

４月２３日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月 ７日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

５月 ７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月 ７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月１４日 「緊急事態宣言」の区域変更

※ 北海道，岡山県，広島県を追加（期間：５月１６日～３１日）

５月１４日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月１４日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月２１日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

５月２１日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月２１日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月２８日 「緊急事態宣言」の期間延長

５月２８日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

５月２８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

６月１０日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

６月１０日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

６月１７日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

６月１７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

６月１７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

令和５年３月２９日
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R3 ７月 ８日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

７月 ８日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

７月 ８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

７月３０日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

７月３０日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

７月３０日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

８月 ５日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

８月 ５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

８月１７日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

８月１７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

８月１７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

８月２５日 「緊急事態宣言」の区域変更

８月２５日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

８月２５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

９月 ９日 「緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更

９月 ９日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

９月 ９日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

９月２８日 「緊急事態の終了」発出

９月２８日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示」発出

９月２８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

１１月１９日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

R4  １月 ７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」発出

１月 ７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

１月２５日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

１月２５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

２月１０日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

２月１０日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

２月１８日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

２月１８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

３月 ４日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する

公示」発出

３月 ４日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

３月１７日 「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示」発出

３月１７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

５月２３日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

７月１５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

９月 ８日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

１１月２５日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

R5  １月２７日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定

２月１０日 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」改定
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●県の対応状況

R3 １月１６日 「第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策」改正

２月 ４日 「第３次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策」改正

３月３１日 「ひろしま徹底検査宣言」発出

４月１９日 ステージⅡに引き上げ

５月 ７日 ステージⅢに引き上げ

「新型コロナ感染拡大防止集中対策」発出

５月１４日 ステージⅣに引き上げ

５月１５日 「新型コロナ感染拡大防止集中対策」（「緊急事態宣言」の発出に伴う）変更

５月２８日 「新型コロナ感染拡大防止集中対策」（「緊急事態宣言」の発出に伴う）変更

ステージⅢに変更

６月１７日 「『緊急事態宣言』解除後の新型コロナ感染拡大防止集中対策」発出

７月 ８日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

ステージⅡに変更

７月３０日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」発出

８月 ６日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」変更

ステージⅢに変更

８月１７日 「新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策」変更

８月２５日 「「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な

対策の強化について」発出

ステージⅣに変更

９月 ７日 「「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中的な

対策の強化について」変更

９月２８日 「「緊急事態措置」終了後の新型コロナ感染拡大防止集中対策について」発出

ステージⅡに変更

１０月１１日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

ステージⅠに変更

１２月 １日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

広島県：レベル１

１２月１４日 広島県：レベル０

R4 １月 ７日 「「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止のための

集中対策」発出 広島県：レベル２

１月２５日 「「まん延防止等重点措置」の実施期間延長に伴う新型コロナ感染拡大防止の

ための集中対策」改正

２月１８日 「「まん延防止等重点措置」の実施期間再延長に伴う新型コロナ感染拡大防止の

ための集中対策」改正

３月 ４日 「集中対策の終了及び感染再拡大の防止に向けた取組について」発出

８月１２日 「医療非常事態警報」発出

９月１３日 「医療非常事態警報」解除

１２月 ２日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

１２月１６日 「医療非常事態警報」発出

R5 １月３１日 「医療非常事態警報」解除

２月２１日 「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」改正

広島県：レベル１

→ ３月２７日現在 県内８０２，９０９件（県外，再度感染除く）の感染を確認
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（２）　呉市の現状

　ア　感染者の状況（国内　3/27 0:00 時点，県内　3/27 15:00 時点，市内　3/27 15:00 時点）

※国内感染者には，クルーズ船事例は含んでいません。

国内感染者 　33,424,672例（うち入院治療等を要する重症者63例，退院又は療養解除となった者21,716,167例）※死亡者73,764名

県内感染者
(802,909例）

 ○呉市(55,240[再度感染者420名を除く]) ○広島市(365,845[再度感染者21名を除く])

 ○福山市(137,236[再度感染者4名を除く]) ○大竹市(6,611) ○廿日市市(33,463)

 ○府中町(15,768) ○海田町(9,049) ○熊野町(5,582) ○坂町(3,749) ○安芸高田市(6,435)

 ○安芸太田町(1,212) ○北広島町(3,781) ○江田島市(4,508) ○東広島市(56,061)

 ○竹原市(5,043) ○大崎上島町(958) ○三原市(23,767) ○尾道市(32,897)

 ○世羅町(3,250) ○府中市(8,629) ○神石高原町(1,712) ○三次市(12,995) ○庄原市(7,770)

 [北海道(15),青森県(2),岩手県(2),宮城県(3),福島県(1),

  茨城県(3),栃木県(1),群馬県(4),埼玉県(13),千葉県(12),東京都(92),神奈川県(28),

　新潟県(2),石川県(1),福井県(2),長野県(1),岐阜県(9),静岡県(1),愛知県(15),

  三重県(7),滋賀県(5),京都府(10),大阪府(66),兵庫県(34),奈良県(4),和歌山県(2),

  鳥取県(2),島根県(40),岡山県(30),山口県(206),

  徳島県(4),香川県(10),愛媛県(14),高知県(4),

  福岡県(42),佐賀県(4),長崎県(30),熊本県(10),大分県(7),鹿児島県(10),沖縄県(1)]

市内感染者
(55,635例)

（3月27日分まで）

資料２

※ 内，R3年7月1日以降の感染者

20歳未満 14,982人 27.2%

年代 人数 割合

30歳代 7,084人 12.8%

20歳代 6,892人 12.5%

70歳代以上

40～60歳代 18,187人 33.0%

計 55,125人 100.0%
非公表

7,980人 14.5%

※ 内，R3.7月～12月の感染者

人数 割合

20歳未満

年代

130人 22.5%

30歳代

126人 21.8%

20歳代

198人 34.3%

88人 15.3%

40～60歳代

計 577人 100.0%

70歳代以上 35人 6.1%
非公表

※ 内，1月1日以降の感染者

年代 人数 割合

20歳代 6,762人 12.4%

20歳未満 14,856人 27.2%

40～60歳代 17,989人 33.0%

54,548人 100.0%

30歳代 6,996人 12.8%

非公表
7,945人 14.6%70歳代以上

計

呉市の新型コロナウイルス感染者等の状況等

非公表 1人 0.0%

8,077人 14.5%

15,036人 27.0%

20～60歳代 32,521人 58.5%

年代 人数 割合

20歳未満

70歳代以上

計 55,635人 100.0%

新型コロナウイルス感染者の県内発生状況等

802,796 未公表 1,359

【 55,635 】 【55,367】 【 164 】
【　】･･･呉市内の状況

 退院等には療養期間経過により，宿泊療養施設から退所した者等を含む
 検査件数:県は3月24日,呉市は3月27日現在　陽性件数等:県は3月26日,呉市は3月27日現在

入院・療養中ほか
（内　入院(重症)数）

退院等累計 死亡

3,352,735 未公表（55(1)）

【 39,573 】 【104（2（0)) 】

検査件数
（累計）

陽性件数
（累計）

3月21日～3月27日の検査数等

　※②の陽性数には，医療機関等で判明した陽性数は含みません。

①直近1週間のPCR等検査数 17

②内 陽性数（陽性率）※ 0(0.0％)

令和５年３月２９日
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　○  県内相談窓口の相談状況（3/26 現在）

 3月20日(月)

呉市分

 3月21日(火)

呉市分

 3月22日(水)

呉市分

 3月23日(木)

呉市分

 3月24日(金)

呉市分

 3月25日(土)

呉市分

 3月26日(日)

呉市分

 合  計

呉市分

※ 令和4年8月15日以降の県の数値は未公表

※3月21日以降の県の数値は未公表

R2.2.1～R4.8.14

30,378

555,266

22 1,175 1,148 10,284

相談日 相談件数

相談内容

症状等の
健康相談

医療体制
等

予防・治療
等

渡  航
流行地域から
の帰国者から

の相談
PCR検査 濃厚接触 その他

539 3016,680 500

4 4 0 0 0

07 7 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 02 2 0 0 0

0 1 0 02 1 0 0 0

0 1 0 03 2 0 0 0

0 1 0 16 4 0 0 0

555,266

R5.3.7-3.13 68 1,855

0 0 0 02 2 0 0 0

30,404

○  陽性者数の推移（3/27 現在） ○  市職員の陽性者数

1人（内 市外居住者0人）

2,211122R5.2.28-3.6

検査判明日

7(水)3月22日

0(火)

3月21日(火)～3月27日(月)

3月21日

10,285

一週間 計 69 0

3月25日 (土) 12

3月26日 (日) 3

3月23日

16,702

陽性者数

3月24日 (金) 8

28(月)3月27日

500 539

R5.3.14-3.20 59 1,691

22 1,178 1,148

呉市 広島県

(木) 11

30

　呉市分
　（R2.2.1～R5.3.19)

2



イ　ワクチン接種の状況（3/26現在）

全体

接種済人数 接種率 前回から増 接種済人数 接種率

１回目 175,611人 83.1% 2人 － －

２回目 174,851人 82.7% 9人 － －

３回目 147,957人 70.0% 85人 4,529人 2.1%

４回目 106,962人 50.6% 149人 37,629人 17.8%

５回目 60,122人 28.4% 131人 60,122人 28.4%

計 665,503人 － 376人 102,280人 48.4%

(注１)接種済人数は，呉市のＶＲＳ入力値（全接種回数）
(注２)ＶＲＳ未入力の職域接種は含まれていない。

○集団接種の実施状況

　○個別接種の実施状況

　○年代別ワクチン接種状況（県集計値）

区分 回次
うちオミクロン株対応

全体
R4.3末人口
211,359人

資料３

※個別接種には，高齢者施設等従事者及びＶＲＳに

入力した医療従事者分も含む。

区分

回数 前回 から増 回数 前回 から増 回数 前回 から増 回数 前回 から増 回数 前回 から増 回数 前回 から増

１回目 27,542 0 5,910 0 488 12,632 720 900 48,192 0

２回目 27,742 0 5,954 0 491 12,457 720 900 48,264 0

３回目 17,132 0 5,643 24 6,978 0 0 0 29,753 24

４回目 18,904 0 3,228 63 22,132 63

５回目 9,036 0 2,227 35 11,263 35

計 100,356 0 22,962 122 7,957 25,089 1,440 1,800 159,604 122

計
前回

から増

安浦地区安芸灘地区東・西保健Ｃ 三菱体育館市役所1階 大規模接種

区分 個別接種 前回から増
１回目 127,419 2
２回目 126,587 9
３回目 118,204 61
４回目 84,830 86
５回目 48,859 96

計 505,899 254

現在

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
    ～ 4歳 5,924人 221人 198人 80人 － － 3.7% 3.3% 1.4% － －
 5歳～11歳 10,890人 1,440人 1,390人 656人 － － 13.2% 12.8% 6.0% － －
12歳～19歳 14,249人 10,401人 10,248人 5,492人 1,964人 6人 73.0% 71.9% 38.5% 13.8% 0.0%
20歳～29歳 18,615人 16,349人 16,281人 11,710人 4,536人 322人 87.8% 87.5% 62.9% 24.4% 1.7%
30歳～39歳 18,716人 15,642人 15,536人 11,168人 5,138人 445人 83.6% 83.0% 59.7% 27.5% 2.4%
40歳～49歳 26,696人 23,099人 22,956人 17,237人 9,417人 954人 86.5% 86.0% 64.6% 35.3% 3.6%
50歳～59歳 27,619人 24,828人 24,818人 21,766人 14,206人 1,591人 89.9% 89.9% 78.8% 51.4% 5.8%
60歳～64歳 12,457人 11,503人 11,497人 10,667人 8,498人 5,016人 92.3% 92.3% 85.6% 68.2% 40.3%
65歳～ 76,193人 72,128人 71,927人 69,181人 63,203人 51,788人 94.7% 94.4% 90.8% 83.0% 68.0%

計 211,359人 175,611人 174,851人 147,957人 106,962人 60,122人 83.1% 82.7% 70.0% 50.6% 28.4%

区分
R４.3末
人口

令和5年3月26日
接種者数 接種率

資料公表 可 不可

公表条件

報道対応 提供済 未提供

令和５年３月29日

呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

福祉保健部新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業PT

可（条件有）

－



ウ　支援等の状況

　(1) 「福祉の窓口」等への相談状況等 （ 現在）

　　①　新型コロナウイルス感染症に関する相談件数（生活・住まい等）
(件数)

・収入減などの生活相談，仕事や住居確保給付金の相談件数を含む。

　　②　生活福祉資金特例貸付金の相談・申請件数（呉市社会福祉協議会）

　　③  住居確保給付金の相談・申請件数（生活支援課）

(件数)

※ ②と③の申請件数に，延長・再貸付の申請件数は含まない。

　　④  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請件数（生活支援課）

0 0 0

0 214

866

0 0

9,814

3/24 週間計 累計
（木） （金）

3/16～ 3/20 3/21 3/22 3/23

3/17
（月） （火）

3/24

累計

3/17
（月） （火） （水） （木） （金）

相談件数 9,814 0 0 0

3/23 3/24 週間計

0 0

（水）

3/16～ 3/20 3/21 3/22

申請件数 214 0 0

相談件数 866 0 0

R4

R4

R2

R2

資料４

令和５年３月２９日

呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

福祉保健部福祉保健課，産業部商工振興課

【終了】 R4.9.30 (申請期間 R2.3.25～R4.9.30)

生活福祉資金の特例貸付については，R4.9.30をもって申請の受付を終了

申請期間内の相談件数 延 7,537件

申請件数 延 1,715件

【終了】R4.12.31 (申請期間 R3.7.1～R4.12.31)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金については，12月末をもって申請の受付

を終了

申請期間内の申請件数（初回） 163件

申請件数（再支給） 106件

1



　(2) 商工振興課　補助金ほか認定件数等 （ 現在）

　　①　新型コロナウイルス感染症に関する持続化補助金証明書発行件数

　　②　セーフティネット保証４，５号及び危機関連保証の認定件数

(件数)

※上記の数値は呉市での認定件数であり，実際の融資件数とは異なります。

　　③　呉市事業者向け補助金等申請サポート事業補助金交付決定件数

(件数)

※令和5年3月31日で終了

　　④　行政書士による無料相談の件数（電話相談）

(件数)

※令和5年3月31日で終了

相談件数 2,540 0 0 0 0 0

3,201
プッシュ型通知件数

（R3 9/17）

3/21 3/22 3/23 3/24 週間計

3,201

2,540

累計

区分

計 2,388 0 0 0 0 0 2,388

3/17
（月） （火） （水） （木） （金）

相談日
5/11～ 3/20

0 577

行政書士 1,811 0 0 0 0 0 1,811

（火） （水） （木） （金）

社会保険労務士 577 0 0 0 0

1 5 2,654

決定日
5/11～ 3/20 3/21 3/22

計 2,649 0 1 3

3/23 3/24
週間計 累計

区分 3/17
（月）

区分 3/17
（月）

認定日
3/2～ 3/20 3/21

（火）

セーフティネット保証
５号（R2 3/6～）

426 0 1 2 1 4

セーフティネット保証
４号（R2 3/2～）

2,223 0 0 1

（水） （木） （金）

3/24

0

3/24

430

1 2,224

累計3/22 3/23 週間計

【終了】R2.12.10（申請期間 R2.3.20-12.10）発行件数 62件

持続化補助金に係るコロナ特別枠については，12/10をもって国が申請の受付を終了
【終了】R2.12.10（申請期間 R2.3.20-12.10）発行件数 62件

持続化補助金に係るコロナ特別枠については，12/10をもって国が申請の受付を終了

R4

R2

R4

R2

R4

R2

【終了】危機関連保証（指定期間 R2.3.13-R3.12.31）

認定件数 526件

2



　　⑤　呉市消費喚起事業（第２弾呉市のお店応援！！キャッシュレスでお得キャンペーン）

　　⑥　呉市消費喚起事業（呉市のお店応援！！キャッシュレスでお得キャンペーン）

　　⑦　小規模企業応援給付金申請件数及び振込件数

　　⑧　宣言店給付金申請件数及び振込件数

　　⑨　呉市頑張る中小事業者応援給付金申請件数及び振込件数

【終了】R2.12.18（申請期間 R2.6.4-9.11）

申請4,938件（振込4,814件，対象外124件）

【終了】R2.2.19（申請期間 R2.8.1-12.28）

申請 2,790件（振込 2,722件（3,199店舗），対象外 68件）

【終了】R3.8.4（申請期間 R3.4.19-6.25）

申請 163件（振込 156件，対象外 7件）

【終了】キャンペーン期間 R3.12.1 - R4.1.16

(1) 還元額

au PAY    6,441,436円

d払い 10,517,723円

PayPay  108,569,181円（手数料含む）

計 125,528,340円

(2) 参加実店舗数：1,584店舗

【終了】キャンペーン期間 R4.7.16 - R4.10.31

(1) 還元額

au PAY   44,146,749円

d払い 57,244,992円

PayPay  382,971,943円（手数料含む）

計 484,363,684円

(2) 決済額

au PAY    253,465,257円

d払い 369,450,576円

PayPay  2,166,967,422円

計 2,789,883,255円

(3) 参加実店舗数：1,791店舗
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「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の 

改定に伴う呉市立学校の対応の変更について 

 

 この度，「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（２０ 

２３．４．１ Ｖｅｒ．９）文部科学省」（以下マニュアルという。）が，令和５年４月１日 

付けで改定されます。 

 この改定により，呉市立学校における新型コロナウイルスの感染者が発生した場合の臨

時休業について，次のとおり変更となります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【令和４年７月２１日（木）以降の対応】 
１ 以下のいずれかの状況に該当し，学級内で感染が広がっている可能性が高い場合，
学級閉鎖を実施 
① 原則，同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合 
ア ２人目の感染者が１人目の感染者の感染可能期間に接触があり，学級内での感染
が明らかな場合 

イ 家庭内感染ではない感染者が複数発生している場合 
※  同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合でも，家庭内感染
が明らかな場合は，学級閉鎖を実施しない。 

② その他，呉市教育委員会が必要と判断した場合 
      ア 感染が確認された者が１名であっても，周囲に未診断の風邪等の症状を有する者

が複数いる場合 
  イ １名の感染者が判明し，複数の濃厚接触者が存在する場合 等 
２ 複数の学級を閉鎖するなど，同一学年で感染が広がっている可能性が高い場合，学
年閉鎖を実施する。 

３ 複数の学年を閉鎖するなど，学校全体で感染が広がっている可能性が高い場合, 学
校の全部の臨時休業を実施する。 

４ 学級閉鎖等の期間は，５日程度（土日祝日を含む。）とする。 

 

【令和５年４月１日（土）以降の対応】 
１ 以下のいずれかの状況に該当し，かつ，学級内で感染が広がっている可能性が高い
場合，学級閉鎖を実施 
① 同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合 
② 感染が確認された者が１名であっても，周囲に未診断の風邪等の症状を有する者 
が複数いる場合 

③ その他，呉市教育委員会が必要と判断した場合 
      ※感染可能期間に学校に来ていない者の発症は除く 

２ 複数の学級を閉鎖し，かつ，感染が広がっている可能性が高い場合，学年閉鎖を実

施 
３ 複数の学年を閉鎖し，かつ，感染が広がっている可能性が高い場合, 学校全体の臨
時休業を実施 

４ 学級閉鎖等の期間は，５日程度（土日祝日を含む。） 

資料公表 可 不可

公表条件

報道対応 提供済 未提供

令和５年３月２９日

呉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

教育部学校安全課

可（条件有）

－

資料５ 


